
新型コロナウイルス感染症に係る 

要介護認定（要支援認定）の臨時的な取扱いの再度見直しについて 
 

要介護認定（要支援認定）の更新については、国の新たな通知に基づき、認定調査及び主治医意

見書を要さずに現行の介護状態区分のまま有効期間を 12か月延長する取扱いの適用対象を、令和

５年 4月１日受付分より、「①医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で面会禁止等の措置によ

り認定調査が困難な方、②その他感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方」

に見直しました。 

 しかしながら、今冬は新型コロナウイルス感染症に今夏を上回る感染拡大が生じる可能性があ

り、季節性インフルエンザとの同時流行のおそれもあることを踏まえ、感染拡大防止を図る観点か

ら、次のとおり、適用対象を令和５年 12月１日受付分より拡大します。 

 

 

 

令和６年１月 31日から令和６年３月 31日までに現認定の有効期間満了を迎え、更新申請を

する方で、次のいずれかに該当する場合 

 ⓵ 医療機関や介護保険施設等に入院・入所中で、面会禁止等の措置により認定調査が困難な方 

 ② その他感染拡大防止を図る観点から面会が困難で、認定調査が困難な方 

 ③ 前回（令和４～５年度中）は新規・変更・転入継続申請で、有効期間が 12か月までの方 

 ④ 前回（令和２～５年度中）は通常の更新申請で、有効期間が 36か月までの方 

 ⑤ 前回（令和４年度中）の更新申請で臨時的な取扱いの適用により有効期間が 12か月で、 

   医療機関や介護保険施設等に入院・入所中の方 

 

 

 

「延長申出書」に更新申請をする方が該当する適用対象を選択して記入し、更新申請書と併せて 

提出していただきます。 

 

 

 

令和５年 12月１日から令和６年３月３１日まで                     

   ※ 令和６年３月３１日受付分をもって、臨時的な取扱いは終了となります。 

 

 

令和６年４月１日以降に現認定の有効期間満了を迎える方には、臨時的な取扱いが適用されま 

せんので、「通常の更新申請」の手続きをしていただきます。 

 

☎ お問い合わせ先 いわき市保健福祉部介護保険課介護認定係 電話：22―7475 
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